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公
認
会
計
士
・
監
査
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い

う
）
は
、
公
認
会
計
士
監
査
の
品
質
の
確
保
・
向
上
の

た
め
、
監
査
事
務
所
（
公
認
会
計
士
事
務
所
ま
た
は
監
査

法
人
）
に
対
す
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
（
検
査
お
よ
び
検
査
以

外
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
）
を
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
基
本
計
画
」

に
基
づ
き
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の

状
況
に
つ
い
て
は
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
レ
ポ
ー
ト
」
と
し

て
、
監
査
事
務
所
に
対
す
る
検
査
で
認
め
ら
れ
た
問
題

点
に
つ
い
て
は
「
監
査
事
務
所
検
査
結
果
事
例
集
」
と

し
て
年
次
で
取
り
ま
と
め
、
公
表
し
て
い
る
。
本
稿
で

は
、
令
和
六
年
七
月
一
九
日
に
公
表
し
た
「
令
和
六
事

務
年
度
監
査
事
務
所
等
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
基
本
計
画
」、

「
令
和
六
年
版
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
レ
ポ
ー
ト
」、「
監
査
事

務
所
検
査
結
果
事
例
集
（
令
和
六
事
務
年
度
版
）」
の
ポ

イ
ン
ト
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

一　

令
和
六
事
務
年
度
監
査
事
務
所
等
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
基
本
計
画

　

令
和
六
事
務
年
度
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
基
本
計
画
の
策

定
に
当
た
っ
て
は
、「
監
査
事
務
所
等
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

基
本
方
針
」（
令
和
四
年
五
月
二
〇
日
公
表
）
に
掲
げ
る

視
点
お
よ
び
目
的
、
最
近
の
監
査
業
務
や
会
計
不
正
等

の
動
向
、
お
よ
び
監
査
事
務
所
に
お
け
る
品
質
管
理
の

現
状
な
ど
の
監
査
事
務
所
を
め
ぐ
る
環
境
を
踏
ま
え

て
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
基
本
的
な
考
え
方
や
重
点
検
証

項
目
な
ど
を
検
討
し
た
。

１　

監
査
事
務
所
を
め
ぐ
る
環
境

　

近
年
の
上
場
会
社
監
査
に
お
い
て
は
、
大
手
監
査
法

人
の
シ
ェ
ア
が
時
価
総
額
ベ
ー
ス
で
九
割
を
超
え
る
状

況
が
続
く
中
、
上
場
会
社
の
監
査
人
の
交
代
件
数
（
監

査
法
人
間
の
合
併
に
よ
る
も
の
を
除
く
）
は
、
年
間
で
一

一
五
件
と
な
っ
て
お
り
、
昨
年
と
比
べ
て
減
少
し
て
い

る
も
の
の
、
大
手
監
査
法
人
か
ら
準
大
手
監
査
法
人
ま

た
は
中
小
規
模
監
査
事
務
所
へ
交
代
す
る
傾
向
は
続
い

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
上
場
会
社
監
査
の
担
い
手
の
裾

野
が
広
が
る
中
、
日
本
公
認
会
計
士
協
会
（
以
下
「
協

会
」
と
い
う
）
は
、
中
小
規
模
監
査
事
務
所
の
経
営
基
盤

（
品
質
管
理
基
盤
、
組
織
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
基
盤
、
Ｉ
Ｔ
基
盤

等
）
の
強
化
を
目
的
に
、
各
種
の
支
援
策
（
監
査
事
務
所

の
育
成
や
サ
ポ
ー
ト
を
目
的
と
す
る
直
接
指
導
等
）
を
実

施
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
近
年
、
監
査
の
品
質
の
確
保
・
向
上
に
向
け

た
取
組
み
が
進
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
令

和
四
年
五
月
改
正
の
公
認
会
計
士
法
（
以
下
「
改
正
会
計

士
法
」
と
い
う
）
の
施
行
に
伴
い
、
協
会
が
自
主
規
制
と

し
て
運
用
し
て
き
た
上
場
会
社
監
査
事
務
所
登
録
制
度

に
代
わ
っ
て
、
法
律
に
基
づ
く
上
場
会
社
等
監
査
人
登

録
制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。

　

協
会
に
お
い
て
は
、
当
該
登
録
制
度
の
導
入
に
際
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し
、
上
場
会
社
等
監
査
人
登
録
審
査
会
が
設
置
さ
れ
、

同
登
録
審
査
会
が
、
上
場
会
社
等
監
査
人
名
簿
へ
の
登

録
申
請
が
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
、
品
質
管
理
レ
ビ
ュ
ー

等
を
通
じ
た
適
格
性
の
確
認
結
果
に
基
づ
き
、
登
録
審

査
を
行
う
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
上
場
会

社
を
監
査
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
を
品
質
管

理
レ
ビ
ュ
ー
で
確
認
す
る
た
め
の
指
針
と
し
て
、「
上

場
会
社
等
の
監
査
を
行
う
監
査
事
務
所
の
適
格
性
の
確

認
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
策
定
さ
れ
て
い
る
。

　

改
正
会
計
士
法
に
お
い
て
は
、
登
録
上
場
会
社
等
監

査
人
に
対
し
、
業
務
の
品
質
の
管
理
の
状
況
等
に
係
る

評
価
結
果
等
を
公
表
す
る
体
制
を
整
備
す
る
義
務
が
課

さ
れ
て
お
り
（
公
認
会
計
士
法
施
行
規
則
九
三
条
）、
令
和

六
年
七
月
一
日
（
大
規
模
監
査
法
人
に
あ
っ
て
は
、
令
和

五
年
七
月
一
日
）
以
後
最
初
に
開
始
す
る
被
監
査
会
社

等
の
会
計
期
間
の
開
始
の
日
以
後
に
開
始
す
る
監
査
法

人
の
会
計
年
度
ま
た
は
公
認
会
計
士
の
年
度
か
ら
適
用

さ
れ
て
い
る
。

２　

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
基
本
的
な
考
え
方

　

令
和
六
事
務
年
度
に
お
け
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
実
施

に
当
た
っ
て
は
、
令
和
五
事
務
年
度
に
引
き
続
き
、
業

務
管
理
態
勢
や
品
質
管
理
態
勢
の
実
効
性
等
を
重
点
的

に
検
証
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

業
務
管
理
態
勢
で
は
、
監
査
の
品
質
の
向
上
に
向
け

た
監
査
事
務
所
経
営
層
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
、
実
効
的

な
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
有
効
に
機
能
す
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

下
で
整
備
・
運
用
さ
れ
、
監
査
の
品
質
の
向
上
に
資
す

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
を
重
点
的
に
検
証
す
る
。

　

品
質
管
理
態
勢
で
は
、
令
和
三
年
一
一
月
に
改
訂
さ

れ
た
「
監
査
に
関
す
る
品
質
管
理
基
準
」（
以
下
「
改
訂

品
管
基
準
」
と
い
う
）
等
に
つ
い
て
、
大
規
模
監
査
法
人

に
お
い
て
は
、
令
和
五
年
七
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る

事
業
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
の
監
査
か
ら
実
施
さ
れ
、

そ
れ
以
外
の
監
査
事
務
所
に
お
い
て
は
、
令
和
六
年
七

月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
財
務
諸
表

の
監
査
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
改
訂

品
管
基
準
等
が
求
め
る
リ
ス
ク
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ

く
品
質
管
理
シ
ス
テ
ム
の
整
備
・
運
用
に
つ
い
て
重
点

的
に
検
証
す
る
。
ま
た
、
監
査
事
務
所
に
お
け
る
監
査

資
源
の
確
保
、
育
成
お
よ
び
配
分
の
状
況
や
、
上
場
会

社
の
監
査
人
交
代
が
引
き
続
き
相
当
数
生
じ
て
い
る
状

況
等
を
踏
ま
え
て
、
監
査
契
約
の
新
規
受
嘱
時
に
お
け

る
リ
ス
ク
評
価
、
監
査
実
施
態
勢
の
整
備
状
況
等
に
つ

い
て
検
証
す
る
。

　

個
別
監
査
業
務
で
は
、
不
正
リ
ス
ク
、
収
益
認
識
お

よ
び
会
計
上
の
見
積
り
に
係
る
監
査
の
実
施
状
況
に
つ

い
て
検
証
す
る
ほ
か
、
財
務
諸
表
の
注
記
等
の
正
確
性

等
に
関
し
、
適
切
な
検
討
が
実
施
さ
れ
て
い
る
か
に
つ

い
て
も
確
認
・
検
証
す
る
。

３　

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
実
施

⑴
　
検
査

　

検
査
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
業
務
管
理
態
勢
お
よ

び
品
質
管
理
態
勢
の
実
効
性
な
ど
一
五
項
目
を
共
通
重

点
項
目
と
し
た
ほ
か
、
監
査
事
務
所
の
規
模
や
態
様
に

応
じ
た
検
査
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

・ 　

大
手
監
査
法
人
に
つ
い
て
は
、
資
本
市
場
に
お
け

る
役
割
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
原
則
と
し
て
毎

年
、
通
常
検
査
と
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
検
査
を
交
互
に

実
施
す
る
。
な
お
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
検
査
に
お
い

て
は
、
原
則
、
個
別
監
査
業
務
の
検
証
は
実
施
せ
ず
、

通
常
検
査
で
の
指
摘
事
項
に
対
す
る
改
善
施
策
の
運

用
状
況
等
に
係
る
検
証
を
中
心
に
、
よ
り
効
率
的
・

効
果
的
に
実
施
す
る
。

　

 　

検
査
で
は
、
特
に
、
監
査
の
品
質
の
確
保
・
向
上

に
向
け
た
、
ト
ッ
プ
を
含
む
経
営
層
や
品
質
管
理
部

門
の
監
査
現
場（
事
業
部
等
）
に
対
す
る
け
ん
制
機
能

の
発
揮
、
被
監
査
会
社
に
お
い
て
不
適
切
な
会
計
処

理
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
監
査
の
不
備
や
そ
の
原

因
に
係
る
事
後
検
証
お
よ
び
そ
の
後
の
改
善
対
応
の

実
施
状
況
な
ど
に
着
眼
し
て
検
証
す
る
。

・ 　

準
大
手
監
査
法
人
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
二

年
に
一
度
の
頻
度
で
検
査
を
実
施
す
る
こ
と
と
す

る
。

　

 　

検
査
で
は
、
特
に
、
ト
ッ
プ
を
含
む
経
営
層
に
よ

る
監
査
の
品
質
を
重
視
す
る
組
織
風
土
の
醸
成
に
向

け
た
取
組
み
の
状
況
、
法
令
・
職
業
倫
理
を
遵
守
す

る
組
織
風
土
の
醸
成
に
向
け
た
取
組
み
、
監
査
調
書

の
管
理
（
不
適
切
な
修
正
等
の
防
止
を
含
む
）
の
状
況

な
ど
に
着
眼
し
て
検
証
す
る
。

・ 　

中
小
規
模
監
査
事
務
所
に
つ
い
て
は
、
協
会
の
品

質
管
理
レ
ビ
ュ
ー
結
果
や
、
被
監
査
会
社
の
リ
ス
ク

の
程
度
等
を
勘
案
し
、
品
質
管
理
態
勢
を
早
急
に
確
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認
す
る
必
要
性
を
検
討
し
た
上
で
、
検
査
対
象
先
を

選
定
す
る
。
ま
た
、
上
場
会
社
監
査
の
担
い
手
と
し

て
の
役
割
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
令

和
六
事
務
年
度
に
お
い
て
も
、
中
小
規
模
監
査
事
務

所
に
対
す
る
検
査
を
重
視
し
た
運
用
を
行
う
。

　

 　

検
査
で
は
、
特
に
、
ト
ッ
プ
を
含
む
経
営
層
の
品

質
管
理
に
対
す
る
認
識
、
法
令
・
職
業
倫
理
を
遵
守

す
る
組
織
風
土
の
醸
成
に
向
け
た
取
組
み
、
監
査
調

査
の
管
理
（
不
適
切
な
修
正
等
の
防
止
を
含
む
）
の
状

況
な
ど
に
着
眼
し
て
検
証
す
る
。

⑵
　
検
査
以
外
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

　

監
査
事
務
所
全
体
の
監
査
の
品
質
の
確
保
・
向
上
を

促
す
と
と
も
に
、
監
査
事
務
所
に
お
け
る
適
切
な
業
務

管
理
態
勢
・
品
質
管
理
態
勢
の
構
築
を
促
す
観
点
か

ら
、
報
告
徴
収
を
効
果
的
に
実
施
す
る
。
そ
の
際
、
中

小
規
模
監
査
事
務
所
に
対
し
て
は
、
自
主
的
な
監
査
の

品
質
の
確
保
・
向
上
を
促
す
に
当
た
り
、
検
査
と
同
等

の
効
果
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
必
要
に
応
じ
て
、
報
告
内

容
に
関
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
併
せ
て
実
施
す
る
。
な

お
、
令
和
六
事
務
年
度
に
お
い
て
は
、
三
年
に
一
度
実

施
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
外
国
監
査
法
人
等
に
対
す

る
報
告
徴
収
を
実
施
す
る
。

　

ま
た
、
審
査
会
は
、
意
見
交
換
等
を
通
じ
て
監
査
の

品
質
の
確
保
・
向
上
に
向
け
た
対
応
等
を
協
会
に
促
し

て
き
て
い
る
が
、
協
会
は
、
今
後
の
品
質
管
理
レ

ビ
ュ
ー
の
方
針
と
し
て
、
高
い
規
律
づ
け
の
一
環
と
し

て
、
新
た
な
目
線
で
の
品
質
管
理
レ
ビ
ュ
ー
を
実
施
す

る
と
と
も
に
、
改
訂
品
管
基
準
の
適
用
や
法
令
上
の
情

報
開
示
体
制
の
整
備
な
ど
、
新
た
な
要
求
事
項
へ
の
対

応
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
協
会
と
の
間

で
、
引
き
続
き
、
品
質
管
理
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
態
勢
の

強
化
等
に
向
け
た
深
度
あ
る
議
論
を
行
っ
て
い
く
。

　

こ
の
ほ
か
、
監
査
事
務
所
と
の
対
話
や
関
係
団
体
と

の
意
見
交
換
・
連
携
な
ど
を
通
じ
た
情
報
の
収
集
・
分

析
等
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

二　

令
和
六
年
版
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
レ
ポ
ー
ト

　
「
令
和
六
年
版
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
レ
ポ
ー
ト
」（
以
下「
本

レ
ポ
ー
ト
」
と
い
う
）
は
、
審
査
会
が
実
施
す
る
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
活
動
か
ら
得
ら
れ
た
監
査
事
務
所
の
状
況
等
を

中
心
に
、
監
査
業
界
の
現
状
や
環
境
変
化
へ
の
対
応
を

含
め
、
関
連
す
る
情
報
を
わ
か
り
や
す
く
提
供
す
る
こ

と
に
よ
り
、
監
査
の
重
要
性
に
関
す
る
社
会
の
理
解
を

推
進
す
る
こ
と
を
目
的
に
公
表
し
て
い
る
。
本
レ
ポ
ー

ト
は
、「
Ⅰ
．
監
査
業
界
の
概
観
」、「
Ⅱ
．
審
査
会
に
よ

る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」、「
Ⅲ
．
監
査
事
務
所
の
運
営
状
況
」

お
よ
び
「
Ⅳ
．
監
査
を
め
ぐ
る
環
境
変
化
へ
の
対
応
」

の
四
項
目
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
「
Ⅰ
．
監
査
業
界
の
概
観
」
に
お
い
て
は
、
監
査
業
界

の
全
体
像
を
俯
瞰
し
て
い
る
。
大
手
監
査
法
人
へ
の
監

査
の
集
中
（
上
場
国
内
会
社
の
監
査
に
お
い
て
、
会
社
数

ベ
ー
ス
で
約
六
割
、
時
価
総
額
ベ
ー
ス
で
約
九
割
の
シ
ェ
ア

を
占
め
て
い
る
状
況
等
）
や
、
改
訂
品
管
基
準
で
求
め
ら

れ
た
リ
ス
ク
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
く
品
質
管
理
シ
ス

テ
ム
の
導
入
等
、
品
質
管
理
体
制
の
整
備
・
対
応
状
況

等
に
つ
い
て
記
載
し
て
い
る
。

　
「
Ⅱ
．
審
査
会
に
よ
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」
に
お
い
て

は
、
審
査
会
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
状
況
（
制
度
の
概
要
、

審
査
、
報
告
徴
収
お
よ
び
検
査
の
状
況
）
の
ほ
か
、
大

手
・
準
大
手
監
査
法
人
と
中
小
規
模
監
査
事
務
所
に
対

す
る
検
査
で
の
総
合
評
価
（
五
段
階
）
の
分
布
状
況
に

つ
い
て
記
載
し
て
い
る
。
な
お
、
中
小
規
模
監
査
事
務

所
を
検
査
す
る
場
合
、
品
質
管
理
態
勢
等
を
早
急
に
確

認
す
る
必
要
が
あ
る
監
査
事
務
所
を
主
に
選
定
し
て
い

る
た
め
、
大
手
・
準
大
手
監
査
法
人
と
比
べ
て
総
合
評

価
の
低
い
と
こ
ろ
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

　
「
Ⅲ
．
監
査
事
務
所
の
運
営
状
況
」
に
お
い
て
は
、
会

計
監
査
人
の
最
新
の
異
動
状
況
を
含
め
、
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
を
通
じ
て
把
握
し
た
監
査
事
務
所
の
運
営
状
況
等
を

記
載
し
て
い
る
。
会
計
監
査
人
の
異
動
件
数
は
、
令
和

四
年
六
月
期
を
ピ
ー
ク
に
減
少
傾
向
が
み
ら
れ
る
も
の

の
、
大
手
監
査
法
人
か
ら
準
大
手
監
査
法
人
ま
た
は
中

小
規
模
監
査
事
務
所
へ
と
異
動
す
る
傾
向
が
続
い
て
い

る
。
令
和
四
年
七
月
か
ら
令
和
五
年
六
月
ま
で
の
異
動

前
後
で
の
監
査
報
酬
に
つ
い
て
分
析
し
た
と
こ
ろ
、
よ

り
規
模
の
小
さ
い
監
査
事
務
所
へ
の
異
動
の
場
合
、
減

少
す
る
ケ
ー
ス
が
全
体
の
約
八
割
を
占
め
て
お
り
、
大

手
監
査
法
人
か
ら
中
小
規
模
監
査
事
務
所
へ
の
異
動
の

場
合
、
減
少
す
る
ケ
ー
ス
は
約
九
割
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
改
正
会
計
士
法
の
施
行
に
伴
う
関
連
政
府
令

の
公
布
に
よ
り
、
上
場
会
社
等
の
監
査
を
行
う
監
査
法

人
等
は
、「
監
査
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
」
に

沿
っ
た
業
務
や
充
実
し
た
情
報
開
示
を
実
施
す
る
体
制
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の
整
備
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
同
コ
ー
ド
が
、
令
和
五
年

三
月
、
中
小
監
査
法
人
等
に
お
け
る
受
入
れ
に
も
馴
染

む
内
容
と
す
る
こ
と
な
ど
を
目
的
に
改
訂
さ
れ
た
こ
と

か
ら
、
監
査
法
人
の
取
組
状
況
等
を
記
載
し
て
い
る
。

　
「
Ⅳ
．
監
査
を
め
ぐ
る
環
境
変
化
へ
の
対
応
」
に
お
い

て
は
、
中
小
規
模
監
査
事
務
所
を
め
ぐ
る
環
境
変
化
と

し
て
、
制
度
等
の
動
向
（
協
会
に
お
け
る
、
上
場
会
社
等

監
査
人
登
録
制
度
の
導
入
に
伴
う
品
質
管
理
レ
ビ
ュ
ー
を

通
じ
た
適
格
性
の
確
認
、
上
場
会
社
等
監
査
人
登
録
審
査
会

の
設
置
等
）
や
、
協
会
に
よ
る
支
援
の
動
向
（
情
報
開
示

の
充
実
を
支
援
す
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
公
表
、
デ
ジ
タ
ル
化
支

援
、
対
話
型
研
修
会
や
資
本
市
場
関
係
者
と
の
意
見
交
換
会

の
実
施
等
）
に
つ
い
て
記
載
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
国
内
外
の
倫
理
基
準
等
の
動
向
、
四
半
期
報

告
書
制
度
の
廃
止
等
の
財
務
報
告
制
度
の
動
向
、
サ
ス

テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
の
開
示
お
よ
び
保
証
の
動
向
に
つ
い
て

記
載
し
て
い
る
。

　

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
こ
れ
ま
で
会
計
監

査
に
関
連
す
る
時
事
的
な
話
題
を
コ
ラ
ム
と
し
て
紹
介

し
て
き
て
い
る
。
本
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
監
査
業
務
の
魅

力
向
上
に
向
け
た
取
組
み
、
監
査
品
質
指
標（
Ａ
Ｑ
Ｉ
：

A
udit Q

uality Indicators

）
の
開
示
、
監
査
監
督
当
局
に

よ
り
構
成
さ
れ
る
国
際
機
関
で
あ
る
監
査
監
督
機
関
国

際
フ
ォ
ー
ラ
ム（
Ｉ
Ｆ
Ｉ
Ａ
Ｒ
）
な
ど
に
つ
い
て
コ
ラ
ム

で
紹
介
し
て
い
る
。

三　

監
査
事
務
所
検
査
結
果
事
例
集
（
令
和
六

事
務
年
度
版
）

　
「
監
査
事
務
所
検
査
結
果
事
例
集
（
令
和
六
事
務
年
度

版
）」（
以
下
「
本
事
例
集
」
と
い
う
）
は
、
検
査
に
お
け

る
主
要
な
指
摘
事
例
や
評
価
で
き
る
取
組
み
を
具
体
的

に
紹
介
す
る
こ
と
で
、
審
査
会
と
し
て
の
監
査
の
期
待

水
準
を
提
示
し
、
監
査
事
務
所
に
よ
る
監
査
の
品
質
の

確
保
・
向
上
に
向
け
た
自
主
的
な
取
組
み
を
促
す
と
と

も
に
、
上
場
会
社
等
の
取
締
役
・
監
査
役
等
や
投
資
者

等
の
市
場
参
加
者
に
対
す
る
参
考
情
報
の
提
供
を
目
的

と
し
て
い
る
。

　

本
事
例
集
は
、「
Ⅰ
．
業
務
管
理
態
勢
編
（
根
本
原
因

の
究
明
）」、「
Ⅱ
．
品
質
管
理
態
勢
編
」、「
Ⅲ
．
個
別
監

査
業
務
編
」
お
よ
び
「
Ⅳ
．
そ
の
他
」
の
四
項
目
か
ら

構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
監
査
事
務
所
は
そ
の
規
模
（
人

員
、
業
務
数
等
）
に
よ
っ
て
運
営
状
況
が
大
き
く
異
な
る

こ
と
か
ら
、
Ⅰ
〜
Ⅲ
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
監
査
事
務

所
の
規
模
が
わ
か
る
よ
う
に「
大
手
監
査
法
人
」「
準
大

手
監
査
法
人
」「
中
小
規
模
監
査
事
務
所
」
と
区
別
し
て

記
載
し
て
い
る
。

　
「
Ⅰ
．
業
務
管
理
態
勢
編
（
根
本
原
因
の
究
明
）」
で

は
、
根
本
原
因
分
析
の
重
要
性
を
よ
り
強
調
す
る
と
と

も
に
、
不
備
の
固
有
の
原
因
・
共
通
原
因
・
根
本
原
因

の
関
係
が
よ
り
明
確
に
な
る
よ
う
、
根
本
原
因
究
明
の

プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
図
表
を
掲
載
し
て
説
明
し
て
い
る

ほ
か
、
根
本
原
因
究
明
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
根
本

原
因
の
究
明
の
事
例
お
よ
び
根
本
原
因
の
具
体
例
を
充

実
さ
せ
て
い
る
。

　

根
本
原
因
に
つ
い
て
は
、
ト
ッ
プ
の
意
識
や
経
営
方

針
、
風
土
・
文
化
と
い
っ
た
業
務
管
理
態
勢
に
係
る
も

の
で
あ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
業
務
管
理
態
勢
の
実
効

性
に
は
特
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

　
「
Ⅱ
．
品
質
管
理
態
勢
編
」
で
は
、
品
質
管
理
態
勢
と

個
別
監
査
業
務
の
関
係
に
つ
い
て
の
理
解
に
資
す
る
よ

う
、
図
表
を
掲
載
し
て
説
明
す
る
と
と
も
に
、
品
質
管

理
シ
ス
テ
ム
の
運
用
、
内
部
規
程
の
整
備
・
運
用
、
法

令
諸
基
準
の
遵
守
な
ど
、
品
質
管
理
態
勢
の
問
題
点
に

係
る
事
例
を
充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、
特
に
中
小
規
模

監
査
事
務
所
に
お
け
る
改
善
に
資
す
る
よ
う
、
評
価
で

き
る
取
組
み
の
事
例
を
充
実
さ
せ
て
い
る
。

　

品
質
管
理
態
勢
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
監
査
事
務

所
に
お
い
て
、
品
質
管
理
シ
ス
テ
ム
の
本
来
の
目
的
で

あ
る
監
査
業
務
の
品
質
の
合
理
的
な
確
保
と
い
う
観
点

を
十
分
に
認
識
し
た
上
で
、
品
質
管
理
シ
ス
テ
ム
が
個

別
監
査
業
務
に
対
し
て
有
効
に
機
能
す
る
よ
う
、
当
該

シ
ス
テ
ム
を
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
整
備
・
運
用
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
各
監
査
事
務
所
の
最
高
経
営
責

任
者
や
品
質
管
理
担
当
責
任
者
は
、
監
査
事
務
所
の
規

模
や
特
性
に
応
じ
適
切
な
品
質
管
理
シ
ス
テ
ム
の
態
勢

を
構
築
し
、
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
見
直
す
な
ど
、
適

切
に
維
持
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

検
査
に
お
け
る
個
別
監
査
業
務
の
不
備
事
例
は
、
監

査
計
画
の
策
定
か
ら
監
査
意
見
の
形
成
に
至
る
ま
で
広

範
な
領
域
に
わ
た
っ
て
み
ら
れ
る
。「
Ⅲ
．
個
別
監
査
業
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務
編
」
で
は
、
こ
う
し
た
不
備
事
例
に
つ
い
て
、
監
査

基
準
報
告
書
の
体
系
に
準
じ
た
構
成
で
掲
載
し
て
い

る
。
特
に
、「
財
務
諸
表
監
査
に
お
け
る
不
正
」
に
つ
い

て
は
、
監
査
に
お
け
る
不
正
リ
ス
ク
対
応
基
準
に
よ

り
、
慎
重
な
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ

ん
、
社
会
的
に
も
注
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
最
初

に
掲
載
す
る
と
と
も
に
事
例
を
充
実
さ
せ
て
い
る
。

　

個
別
監
査
業
務
に
つ
い
て
は
、
監
査
チ
ー
ム
に
お
い

て
、
監
査
の
す
べ
て
の
場
面
に
お
い
て
職
業
的
懐
疑
心

を
十
分
発
揮
す
る
と
と
も
に
、
監
査
の
基
準
等
、
必
要

と
さ
れ
る
知
識
を
適
時
更
新
し
蓄
積
し
て
い
く
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
監
査
リ
ス
ク
を
合
理

的
に
低
い
水
準
に
抑
え
る
た
め
、
虚
偽
表
示
リ
ス
ク
に

応
じ
た
十
分
な
監
査
計
画
の
策
定
が
で
き
て
い
る
か
、

立
案
し
た
監
査
手
続
が
監
査
の
基
準
の
要
求
に
応
じ
て

実
施
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
観
点
で
、
個
別
監
査
業
務

を
実
施
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
監
査
事
務
所

に
お
い
て
は
、
指
摘
さ
れ
た
不
備
の
発
生
防
止
に
向

け
、
品
質
管
理
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
個
別
監
査
業
務
の

品
質
を
確
保
・
向
上
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
監
査

業
務
の
改
善
に
当
た
っ
て
は
、
単
に
追
加
で
新
た
な
品

質
管
理
シ
ス
テ
ム
を
整
備
す
る
と
い
っ
た
対
応
だ
け
で

は
な
く
、
定
期
的
な
検
証
や
審
査
等
の
既
存
シ
ス
テ
ム

の
有
効
活
用
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
自
ら
の
特
性
に

合
っ
た
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
監
査
の
品
質
の
改
善
に

努
め
る
必
要
が
あ
る
。

　

審
査
会
と
し
て
は
、
各
監
査
事
務
所
が
本
事
例
集
の

内
容
を
参
考
と
し
て
自
主
的
に
監
査
の
品
質
の
改
善
に

向
け
た
取
組
み
を
行
う
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
ま

た
、
被
監
査
会
社
に
お
い
て
は
、
資
本
市
場
に
対
し
て

適
正
な
財
務
情
報
を
提
供
す
る
責
任
が
あ
る
こ
と
を
再

認
識
す
る
と
と
も
に
、
監
査
報
告
書
に
Ｋ
Ａ
Ｍ
（
監
査

上
の
主
要
な
検
討
事
項
）
の
記
載
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
も
踏
ま
え
、
会
計
監
査
人
と
監
査
役
等
の
連
携
・
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
経
営
者
と
の
議
論
を
さ
ら
に
充

実
さ
せ
、
よ
り
一
層
効
果
的
な
監
査
の
実
施
に
つ
な
げ

て
い
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

 

（
は
が
・
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じ
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